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はじめに 
 

  石神井川流域環境協議会は“石神井川に快適な水辺環境を創造する”目的で平成元年、流域 6市区

（小平市・旧田無市・旧保谷市・練馬区・板橋区・北区）により設立されました。 

  石神井川流域環境協議会は流域全体を見通した活動として、水質調査・生物調査・PR冊子「ふれあ

い石神井川散策マップ」及び「ふれあい石神井川マップ」の発行・講演会・視察会などを積み重ねて

きました。協議会発足当時と比べると現在では、石神井川流域の下水道が整備され、平常時の水質は

飛躍的に改善が進み、魚類をはじめとした生物の姿を見かけることが多くなりました。 

しかし、石神井川にはまとまった水源はなく、河床や護岸からの湧水などで水量が保たれているの

が現状です。また、大雨が降ると下水の越流水による急激な水量増加や汚濁の流入など、石神井川に

は考えるべき課題が多く残されています。 

近年、水辺環境に対する関心は高くなっております。石神井川についても同様で、水質や水生生物な

どをはじめとした石神井川の水辺環境に対する地域住民の関心も高くなっているように感じられます。 

また、川の流域では季節毎に多くのイベントも開催され、人々の憩いの場にもなっています。 

石神井川流域環境協議会では、これからも石神井川の快適な水辺環境の創造に貢献していくよう基

礎的な調査を継続していく考えです。 

令和 4年度は令和 5年 2月に荒川知水資料館を視察し、河川流域における水害対策と自然環境整備

の両立について多くの知見を得ることができました。 

この報告書は、令和 4年度の活動内容をまとめたものです。石神井川の現状をご理解いただくとと

もに、今後の自然豊かな水辺再生への一助になれば幸いです。  

 

 

令和 5年 3月   

石神井川流域環境協議会 
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１  石神井川の現状および様子 

 

  石神井川は小平市鈴木町に源を発し、東京都北部を東に流れ、西東京市、練馬区、板橋区を経て、北

区堀船三丁目で隅田川に流入する延長 25.2km、流域面積 73.1km２、流域の高低差約 85ｍの一級河川で

す。石神井川を流れる水は河床や護岸から流入する湧水がほとんどで、水質的にも何らかの水生生物が

生息できる状況になりつつあります。 

 

 

（１）［小平市］ 

  最上流部に位置する小平市では、小金井カントリー倶楽部西側付近に石神井川の源を発しております。

同ゴルフ場内を大部分暗渠で流れ、嘉悦大学の南側で開渠の川になります。同大裏門から小金井公園通

りまで蓋がけされた後、小金井公園通りから先が一級河川石神井川となります。降雨時に流れ込んだ雨

水が主な水源であるため、水量が少ないことからしばしば渇水になることもあります。 

 小平市内を流れる石神井川の大部分が小金井公園に面し、水路内はコンクリートで作られた護岸で、       

 河床は場所によって植栽マットが敷かれているところもあります。 

        

石神井川上流端                  めがね橋 

     

小金井公園                   狭山・境緑道 
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（2）[西東京市] 

西東京市内を向台町から東伏見へと流れ、やがて隅田川に合流する石神井川。水源は小金井公園付近

の湧水です。小平市・西東京市に含まれる上流部は湧水のみによって涵養される小河川であり、流量が

少なく渇水になる場所が見られます。水に乏しい北多摩地域では川の存在は貴重で、人々は古くから水

辺で生活をしてきました。中でも石神井川沿いにある下野谷遺跡は、縄文時代中期の集落としては南関

東では最大級といわれ、たくさんの住居跡が見つかっています。しかし現在、石神井川流域の急激な都

市化により、河道を直線化したり、狭めたり、定規断面化やコンクリート護岸の整備をする等、効率を

重視した川の整備によって、生活の豊かさを手に入れてきた結果、豪雨による冠水被害に遭うなど増水

時に川の水を貯留する調節池が芝久保町、向台町、南町に設けられました。これらの調節池は、平常時

には公園やスポーツ広場として利用される市民の憩の場となっています。 

 伏見通り工事（H25）に伴い、東伏見橋から弥生橋及び早稲田大学東伏見キャンパス東伏見総合グラウ

ンド付近の下野谷橋の付け替えが終了したことで、河川が本来保有する生物の生息環境や多様な景観を

保全・創出しやすくなりました。河床の護岸の状況も変わり、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも

配慮した遊歩道からは、石神井川の水生生物のほか、野草の群生や昆虫類などの様子を見ることができ

ます。 

現在は水量の少ないときもありますが、 縄文時代中期は丸木舟も往来していたようです。その頃の

様子を想像しながら川沿いを散歩してみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早稲田大学グラウンド付近                       下野谷橋付近（縄文時代中期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

下野谷橋付近（現在） 
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（３）［練馬区］ 

  練馬区に入ると、石神井川の流量が増えてきます。それは護岸や河床からの湧水によるものです。か

つて石神井川の水源であった三宝寺池や富士見池も湧水がほとんどなくなり、今は地下水の揚水などに

より池の水が維持されています。現在、三宝寺池の水は石神井川へは流れ落ちていませんが、富士見池

からはわずかなオーバーフロー水が石神井川に流入しています。また、富士見池は調節池の役割も果た

しており、大雨時に一時貯留された水が放流されることがあります。 

  護岸や河床から水が湧き出る区内上流域にはヨシやオオカナダモなどの水生植物が繁茂しており、魚

を含めた水生生物の生育環境としては好ましい状況になっていると思われます。また、１時間あたり 50

㎜の雨に対応するための河川改修工事が進められてきました。しかし、近年はこれまでの目標整備水準

を超える集中豪雨などにより水害が発生しています。そのため、石神井川では時間 75mm に目標整備水

準を引き上げ、50mmの護岸整備に加えて、調節池を組み合わせて対策を実施しています。河川改修工事

は北区溝田橋から練馬区内の蛍橋まで完了しており、現在蛍橋から本立寺橋が事業中区間となっていま

す(P.29 参照)。また、南田中橋付近では、平成 21 年度に河床を掘り下げる河川改修工事が行われまし

た。この区間では、自然の川に近づかせる様に河川が蛇行した護岸作りが行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

富士見池 平成みあい橋 

南田中橋付近 練馬大橋付近 
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（４）［板橋区］ 

  板橋区内では早い時期に護岸改修されました。石神井川の護岸の高さも 7～11ｍの垂直護岸となって

いる所が多いため、石神井川の水辺に近づくことは難しい状況です。 

  練馬区との区境付近から川越街道に架かる上板橋までの区間もコンクリートの河床が続いているた

め河床に変化がないように見えます。注意して見ると、河床に少し水生植物が確認できます。板橋区内

の石神井川では、河床に根を下ろしている水生植物を確認できる場所は少なく、水生生物の生育場所と

してはまだ厳しい状況です。少しでも多様な生物が生息できるような河川環境を回復するために、下頭

橋下流から中根橋までの区間や加賀橋、東橋付近にはツルヨシやキショウブなどの湿生植物を一部植栽

した魚巣ブロック等を設置した試みがなされています。しかし、魚巣ブロックへの砂、石等の堆積や湿

性植物の枯れなど問題も残しています。 

  昔の石神井川の跡を利用した氷川つり堀公園や石神井川緑道のせせらぎがあり、これらが板橋区内石

神井川沿いにある水辺に触れ合える場所と言えるでしょう。また、向屋敷橋付近から北区との区境あた

りまで石神井川沿いに植えられた桜が春先には満開になり、桜の花を眺めながら川沿いを散歩して楽し

むことも良いと思われます。平成 21 年度には加賀橋付近で川に下りられる階段の改修工事が行われま

した。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
板 橋 

加賀橋付近 

氷川つり堀公園付近 

栗原橋付近 
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（５）［北区］ 

埼京線を境に、北区に入ると川幅は比較的広く、平常時は水量が少ないため流れはゆるやかです。河

床は、増水時に土砂が流された影響で岩盤のくぼみが多く見られ、上流に比べ水面までの距離が離れて

いるのが特徴です。水生生物の生息環境としては決して良い環境とは言えませんが、平成６年に完成し

た音無もみじ緑地（ワンド）は、川の増水時には魚の避難場所となっており、ワンドの中央には水生植

物などが繁茂しているので、水生生物の生育環境としては良い状況になっています。この音無もみじ緑

地はコンクリート護岸を切り開いて、入り江を作り、緩傾斜にして川面に降りられるようになっている

ので、区民の憩いの場所としても利用されています。北区内の石神井川沿いには音無もみじ緑地だけで

はなく、緑の吊橋のある音無さくら緑地、石神井川の旧河道を利用して作られた音無親水公園、桜の名

所としても知られている飛鳥山公園などがあるのも特徴です。 

普段は比較的透明度が高い石神井川ですが、昭和 40 年から 50年代にかけて水害防止のために作られ

た飛鳥山ずい道（トンネル）を過ぎると変わってきます。飛鳥山ずい道は傾斜になっているため魚の遡

上を妨げているほか、ここより下流は潮の干満の影響を受ける感潮域となるために水が停滞して水質が

悪くなることがあります。そして、流れは一層ゆるやかになって隅田川に合流します。この付近の臭気

対策として、悪臭の原因となるスカムの発生を抑制するための水流発生装置の設置や川底の浚渫工事を

令和 4年度も行いました。建設していた首都高速中央環状王子線出入口は、平成 27年 3月 29日に開通

し、溝田橋付近の護岸工事と河川管理用通路の設置を残すのみとなっていた石神井川の改修工事は完了

しました。 

また、北区では、石神井川の急激な増水による水害対策の一助として、平成 23 年度から石神井川水位

情報を電子メールで配信するサービスを開始しました。 

    

音無もみじ緑地                音無親水公園 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

飛鳥山ずい道入口          石神井川河口付近 
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２  水質調査 

  石神井川の上流から下流の水質縦断変化を明らかにし、河川環境の改善の資料とするため、9月 

（夏期）と 2月（冬期）の 2回採水し、測定しました。 

 
（１）調査年月日 

    第１回合同水質調査（増水期）    令和４年９月１４日(水)  

    第２回合同水質調査（渇水期）    令和５年２月８日(水) 

 
（２）調査地点 

№ 調査地点 担当市区 区    分 

①  めがね橋 小 平 市 

上 流 域 ②  境    橋 
西東京市 

③  溜 渕 橋 

④  南田中橋 
練 馬 区 中 流 域 

⑤  栗 原 橋 

⑥  金 沢 橋 板 橋 区 

下 流 域 ⑦  松    橋 
北  区 

⑧  新 堀 橋 

 
（３）調査項目 

水温、臭気、透視度、ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、ＳＳ、大腸菌数、流量（参考値） 

 
（４）石神井川に係る水域類型と環境基準の抜粋 

水 域 類 型 Ｂ 類 型 

環

境

基

準 

ｐＨ  6.5以上 8.5以下 

 ＢＯＤ  3㎎/ℓ 以下 

ＳＳ  25㎎/ℓ 以下 

ＤＯ  5㎎/ℓ 以上 

大腸菌群数※ 5000MPN/100ｍL 以下 

大腸菌数 1000CFU/100ｍL 以下 

 

（５）石神井川の概況 

    級種：一級河川                                                   

    河川起点：小平市花小金井南町                                     

３丁目２番先                                       

    河川延長：25.2km                                               

    流域面積：73.1km²                                           

 

 

 

 

 

 

  

市 区 名 
行政面積 

km2 

流域面積※ 

km2 

河川長さ※ 

km 

小 平 市    20.51    15.3 0.7 

西東京市    15.75     8.8 4.2 

練 馬 区    48.08    28.5 11.6 

板 橋 区    32.22     9.6 5.8 

北    区    20.61     3.5 2.9 

小金井市    11.30     0.9 － 

武蔵野市    10.98     0.7 － 

豊 島 区    13.01     5.8 － 

合    計   172.46    73.1 25.2 

※ 石神井川流域豪雨対策計画(H30.3)より 

※R4.4.1より環境基準から削除 
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石神井川と水質調査地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石神井川は流域全域で下水道が整備され、湧水によって水量が保たれています。上流域では

流量が少ないため、川の水を採取することが困難な場合があります。 

流下するに従って湧水量が増加するため、流量は多くなってきます。湧水の流入により水質

は測定地点のほとんどで良好になっていますが、最下流域は潮の干満の影響を受ける感潮域の

ため水が停滞し、水質が悪くなることがあります。 

 

川の汚れの指標 

① ｐＨ（水素イオン濃度） 

水が酸性であるかアルカリ性であるかを示す数値で、７が中性、７より大きいとアルカリ性、小さいと

酸性です。石神井川では藻類が繁茂し、光合成が盛んな地点ではｐＨ値が高くなります。（このときＤＯも

高くなります。） 

 

②  ＤＯ（溶存酸素量） 

水中に溶けている酸素の量。魚の生息には５㎎/ℓ以上が望ましいと言われています。水中の微生物は、

汚れ（有機物）を分解する過程で酸素を消費するので、汚れた水はＤＯも低くなります。また、ＤＯは川

の状況（浅瀬か、藻類が多いか）によっても左右されます。 

 

③ ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 

微生物が水中の有機物を分解するために必要とする酸素の量で、水質汚濁の重要な指標の一つです。数

値が高いほど汚れています。一般に魚の生息には５㎎/ℓ以下が望ましいとされています。 

 

④ ＳＳ（浮遊物質量） 

    水中に浮遊している水に溶けない物質の量。川底にヘドロとなってたまります。 

 

⑤ 透視度 

  透明さの程度を表します。ガラス管状の透視度計に水を入れ、底部の標識が上から判別できる水層の高

さを「度」または「cm」で表します。 

 

⑥ 大腸菌数（令和４年４月１日～） 

大腸菌群数より的確にふん便汚染を捉えることができる指標として大腸菌数があり、今日では簡便な大

腸菌の培養技術が確立されているため、大腸菌群数に代わって環境基準に加わりました。 

⑥金沢橋 

⑧新堀橋 

石神井川 

①めがね橋 

練馬区 

板橋区 

西東京市 
小平市 

北区 

隅田川 

新河岸川 

⑤栗原橋 

④南田中橋 

③溜渕橋 

②境橋 

⑦松橋 

（柳沢橋） 

（愛染橋） 
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（６）合同水質調査結果 

 

 

網かけは環境基準を満たさなかった測定値を示す。 

※1 めがね橋は渇水のため採水できませんでした。 

※2 境橋は採水不可であったため、予備である柳沢橋にて採水しました。 

※3 金沢橋の流量は愛染橋で測定したものです。 

           

 

※1 公園北橋（上流）・めがね橋（下流）ともに渇水のため採取できませんでした。 

※2 境橋及びその予備である柳沢橋は渇水により採水不可でした。 

※3 金沢橋の流量は愛染橋で測定したものです。 

 

 

調査市区 小平市 板橋区

調査地点 めがね橋 柳沢橋 溜渕橋 南田中橋 栗原橋 金沢橋 松橋 新堀橋

天候 - 晴 晴 晴 晴 晴 曇 曇

採水時間 - 9:50 9:10 14:40 10:10 9:14 9:10 12:00

水温　℃ - 24 21 23 24 29 23.5 26.7

臭気 - 川藻臭 川藻臭 微藻臭 無臭 無臭 無臭 微下水臭

透視度 - ＞100 ＞100 ＞100 ＞100 ＞100 ＞100 97

ｐH - 6.7 6.6 7.4 8.2 8.1 7.6 7.0

DO（mg/l) - 5.5 10.4 12.7 11.9 9.6 8.0 4.4

BOD（mg/l) - 1 0.5 0.5 ＜0.5 0.8 1.8 1.8

SS（mg/l) - 1 3 3 1 2 1 5

大腸菌数
（CFU/100ｍL）

- 260 180 890 660 3000 820 150

流量（m３/ｓ） - 0.002 0.150 0.524 0.793 1.650 0.985 -

備考 ※1 ※2 ※3

第１回　　　　令和４年９月１４日（水）

北区西東京市 練馬区

調査市区 小平市 板橋区

調査地点 めがね橋 境橋 溜渕橋 南田中橋 栗原橋 金沢橋 松橋 新堀橋

天候 - - 晴 曇 晴 曇 晴 曇

採水時間 - - 10:07 14:15 10:05 9:01 8:50 12:10

水温　℃ - - 14 16 13 11 11.3 12.3

臭気 - - 微川藻臭 無臭 無臭 無臭 無臭 微下水臭

透視度 - - ＞100 ＞100 ＞100 ＞100 ＞100 ＞100

ｐH - - 6.7 6.8 7.9 8 7.6 7.1

DO（mg/l) - - 11 11.8 12.2 11.4 9.8 8.4

BOD（mg/l) - - 0.6 ＜0.5 0.6 ＜0.5 0.6 1.4

SS（mg/l) - - ＜1 3 6 2 1 3

大腸菌数
（CFU/100ｍL）

- - 60 250 110 940 660 140

流量（m３/ｓ） - - 0.079 0.476 0.450 1.252 0.692 -

備考 ※1 ※2 ※3

第２回　　　　令和５年２月８日（水）

北区西東京市 練馬区
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(７)測定値の縦断変化 

 

ｐＨはすべての地点で環境基準を満たしました。 

 

ＤＯは９月の新堀橋を除く地点で環境基準を満たしました。 

 

ＢＯＤはすべての地点で環境基準値を満たしました。 
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ＳＳはすべての地点で環境基準値を満たしました。 

 

 

透視度は９月の新堀橋で 97㎝となりましたが、すべての地点で最高値の 100 ㎝に近い 

数値となりました。 
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９月・２月ともに、金沢橋付近で他の地点よりも高い数値を示す結果となりましたが、 

２月はすべての地点で環境基準を満たしました。 

 

 

流量は下流に向けて増えていますが、９月・２月ともに金沢橋から松橋にかけて流量が 

下がっています。 
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（８）ＤＯ、ＢＯＤの経年変化 

石神井川の水質の代表地点として、上流域は溜渕橋、中流域は栗原橋、下流域は新堀橋の

３地点のＤＯ、ＢＯＤ経年変化のグラフを作成しました。なお、環境基準については、平成

９年５月に環境基準がＥ類型からＣ類型に変更になり、平成 29年４月にＣ類型からＢ類型

に変更になりました。 

 

（ア） 増水期 

 
石神井川河口付近の新堀橋で、環境基準に満たない年度があります。新堀橋付近は、潮の干

満の影響を受ける感潮域となるため水が滞留する傾向があることが原因と考えられます。  

 

 

 平成 19年度から平成 27年度まで、全ての地点で環境基準を満たしていました。平成

29 年 4 月からＢ類型となって環境基準が厳しくなり、平成 29、30年度は新堀橋で環境

基準を超過しています。令和以降は全ての地点で環境基準を満たしています。 
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（イ）渇水期 

 

 

 

栗原橋は、地下水・湧水の流入が影響して、ＤＯの数値が高くなっていると考えられます。  

 

 

 

 

    

平成 30年度の上流域の溜渕橋で環境基準を超過しましたが、それ以外は平成 18年度か

ら、全ての地点で環境基準を満たしています。 
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（ウ）年度平均値 

 

 

 

昭和 63年度から、多少の増減はあるものの年々増加して水質の改善が見られます。 

 

 

 

 

昭和 63年度から、年々低下する傾向があります。これは、下水道の整備および東京湾にお

ける総量規制（ＣＯＤ、窒素、リン）の強化、地域住民の環境に対する意識の向上が図られ

たためで、水質の改善が見られます。なお、降雨時はＤＯが低下し、ＢＯＤが高くなる傾向

があります。 
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増水期 渇水期　 平均値 増水期 渇水期　 平均値 増水期 渇水期　 平均値
S６３ 3.3 3.3 9.4 9.4 3.3 3.3
Ｈ１ 4.7 4.7 7.8 7.8 4.3 4.3
Ｈ２ ＜0.5 4.2 2.1 8.4 8.2 8.3 2.2 9.4 5.8
Ｈ３ 6.6 6.4 6.5 9.5 13.0 11.3 6.3 6.3 6.3
Ｈ４ 4.1 6.5 5.3 16.0 15.5 15.8 2.3 10.8 6.6
Ｈ５ 5.4 4.0 4.7 10.0 16.0 13.0 4.3 8.7 6.5
Ｈ６ 3.2 6.6 4.9 2.8 ＜0.5 1.4 3.7 2.9 3.3
Ｈ７ 6.9 5.1 6.0 17.0 14.0 15.5 2.5 10.0 6.3
Ｈ８ 6.1 6.0 6.1 11.3 16.0 13.7 0.9 5.9 3.4
Ｈ９ 8.9 7.4 8.2 13.5 14.6 14.1 4.5 8.0 6.3
Ｈ１０ 10.0 4.0 7.0 8.1 13.3 10.7 6.0 8.1 7.1
Ｈ１１ 8.5 7.4 8.0 8.4 12.9 10.7 4.5 6.3 5.4
Ｈ１２ 7.5 7.3 7.4 8.9 13.8 11.4 5.3 9.2 7.3
Ｈ１３ 8.0 6.0 7.0 9.8 12.7 11.3 3.6 7.2 5.4
Ｈ１４ 8.3 9.7 9.0 9.1 12.6 10.9 4.9 6.9 5.9
Ｈ１５ 9.3 7.8 8.6 12.0 12.4 12.2 5.6 9.9 7.8
Ｈ１６ 8.5 9.2 8.9 14.5 12.0 13.3 1.0 9.8 5.4
Ｈ１７ 8.6 8.0 8.3 11.8 12.0 11.9 5.7 9.6 7.7
Ｈ１８ 7.7 8.9 8.3 8.8 11.8 10.3 3.5 9.8 6.7
Ｈ１９ 9.1 8.5 8.8 11.5 12.1 11.8 4.0 10.0 7.0
Ｈ２０ 9.6 8.1 8.9 10.0 11.5 10.8 5.7 9.1 7.4
Ｈ２１ 8.0 7.8 7.9 10.1 12.4 11.3 4.5 8.7 6.6
Ｈ２２ 10.0 9.6 9.8 12.9 12.4 12.7 9.0 10.1 9.6
Ｈ２３ 10.5 8.6 9.6 11.6 11.1 11.4 5.1 9.0 7.1
Ｈ２４ 8.4 8.6 8.5 10.4 11.1 10.8 4.5 9.0 6.8
Ｈ２５ 10.8 10.5 10.7 10.4 11.8 11.1 9.6 11.6 10.6
Ｈ２６ 7.3 10.0 8.7 8.4 12.0 10.2 4.6 7.7 6.2
Ｈ２７ 8.2 11.2 9.7 8.8 12.5 11.7 4.4 10.2 7.3
Ｈ２８ 9.2 10.8 10.0 5.4 13.2 9.3 7.8 10.0 8.9
Ｈ２９ 12.0 10.5 11.3 11.3 12.1 11.7 5.4 9.9 7.7
H３０ 8.8 11.0 9.9 8.8 11.4 10.1 5.5 9.7 7.6
R１ 8.3 10.2 9.3 9.4 11.9 10.7 3.1 9.2 6.2
R２ 9.2 10.0 9.6 11.9 11.0 11.4 4.0 8.9 6.4
R３ 9.5 10.0 9.8 10.4 12.7 11.6 5.0 7.2 6.1
R４ 10.4 11.0 10.7 11.9 12.2 12.1 4.4 8.4 6.4

増水期 渇水期　 平均値 増水期 渇水期　 平均値 増水期 渇水期　 平均値
S６３ 14.0 14.0 3.2 3.2 2.3 2.3
Ｈ１ 8.1 8.1 3.6 3.6 6.3 6.3
Ｈ２ 31.0 12.0 21.5 5.6 8.6 7.1 3.2 6.9 5.1
Ｈ３ 2.3 4.3 3.3 ＜0.5 4.6 2.6 4.2 9.8 7.0
Ｈ４ 4.9 4.3 4.6 3.7 9.4 6.6 2.6 2.0 2.3
Ｈ５ 1.7 6.0 3.9 2.1 0.5 1.3 3.3 4.8 4.1
Ｈ６ 3.0 3.0 3.0 1.0 11.0 6.0 2.0 6.0 4.0
Ｈ７ 2.3 9.8 6.1 2.8 2.2 2.5 3.5 5.3 4.4
Ｈ８ 8.3 14.0 11.2 0.9 4.3 2.6 5.2 8.8 7.0
Ｈ９ 1.0 1.9 1.5 1.4 4.0 2.7 6.5 5.8 6.2
Ｈ１０ 1.5 9.1 5.3 1.0 2.3 1.7 2.4 3.6 3.0
Ｈ１１ 0.9 1.6 1.3 1.0 2.2 1.1 4.8 3.4 4.1
Ｈ１２ 0.6 1.8 1.2 ＜0.5 1.7 1.4 2.2 5.1 3.7
Ｈ１３ 0.5 1.3 0.9 1.0 1.9 1.5 4.6 4.0 4.3
Ｈ１４ 0.7 1.0 0.9 0.5 2.2 1.4 5.6 4.6 5.1
Ｈ１５ 1.3 1.9 1.6 1.1 1.8 1.5 1.9 2.6 2.3
Ｈ１６ 1.0 0.8 0.9 1.3 2.2 1.8 10.7 4.0 7.4
Ｈ１７ 0.9 1.4 1.2 1.4 1.8 1.6 7.5 6.7 7.1
Ｈ１８ 0.5 0.5 0.5 1.9 0.8 1.4 7.5 2.2 4.9
Ｈ１９ 0.9 2.9 1.9 0.6 0.9 0.8 3.3 3.7 3.5
Ｈ２０ ＜0.5 2.0 1.3 0.6 0.6 0.6 4.2 2.8 3.5
Ｈ２１ ＜0.5 2.1 1.3 ＜0.5 1.0 0.8 1.6 4.4 3.0
Ｈ２２ 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8
Ｈ２３ ＜0.5 1.6 1.1 1.2 2.4 1.8 3.3 4.1 3.7
Ｈ２４ ＜0.5 1.6 1.1 1.4 2.4 1.9 3.8 4.1 4.0
Ｈ２５ 0.5 ＜0.5 0.5 1.4 1.2 1.3 3.0 2.0 2.5
Ｈ２６ ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 1.7 0.6 1.2 3.2 0.7 2.0
Ｈ２７ 0.9 0.6 0.8 1.8 0.7 1.3 4.2 1.7 3.0
Ｈ２８ 1 0.5 0.8 15 0.9 8 1 1.8 1.4
Ｈ２９ 0.5 0.7 0.6 ＜0.5 0.8 0.7 3.5 1.5 2.5
H３０ 0.6 7.1 3.9 0.7 1.1 0.9 4.8 1.3 3.1
R １ 1.4 0.5 1 0.7 0.6 0.7 2.5 0.5 1.5
R ２ 0.9 0.9 0.9 0.5 1.3 0.9 1.0 2.0 1.5
R ３ 1.4 0.8 1.1 0.5 0.9 0.7 1.5 0.8 1.2
R ４ 0.5 0.6 0.55 ＜0.5 0.6 ＜0.55 1.8 1.4 1.6

溜渕橋 栗原橋 新堀橋
年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＯ経年変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｍｇ/Ｌ

年度
溜渕橋 栗原橋 新堀橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＯＤ経年変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｍｇ/Ｌ
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３ 各市区の活動 

（１） 西東京市 石神井川の生物 

 

 

調査区間及び調査実施日 

河川名 調査区間 調査実施日 

石神井川 東伏見橋から溜渕橋の区間 
夏季 2022年 7月 27日（水）9:30～12:00 

冬季 2023年 1月 27日（金）9:30～12:00 

 

調査時の水温・気温等 

河川名 調査区間 調査実施日 天候 気温(℃) 水温(℃) 

石神井川 
東伏見橋から溜渕橋の

区間 

夏季 2022/7/27 晴れ 31.0 22.0 

冬季 2023/1/27 曇り 5.0 12.0 

 

 

魚類の調査結果 

 

 
種名及び配列等は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（国土交通省 2022）に従った。 
環境省 RL2020：環境省版レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）（環境省 2020） 
  VU ：絶滅危惧 II 類 絶滅の危険が増大している種 
  NT ：準絶滅危惧 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可
能性のある種 
東京都 RL2020：東京都の保護上重要な野生生物種（北多摩地区）（東京都 2020） 
  CR：絶滅危惧ⅠA 類 ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの 
  VU：絶滅危惧Ⅱ類 現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」の

ランクに移行することが確実と考えられるもの 
  DD：情報不足  環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテゴリーに移行し得る属性を有している

が、生息状況をはじめとして、ランクを判定するに足る情報が得られていないもの 
外来種リスト：我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（環境省・農林水産省 2016)  
  該当種なし 

  

夏季 冬季
環境省

RL2020

東京都

RL2020

1 コイ目 コイ科 アブラハヤ Phoxinus lagowskii steindachneri 88 17 VU

2 モツゴ Pseudorasbora parva 2

3 タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus 4

4 ドジョウ科 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus 45 3 NT DD

5 ヒガシシマドジョウ Cobitis sp. BIWAE type C 10 7 VU

6 ダツ目 メダカ科 ミナミメダカ Oryzias latipes 6 1 VU CR

7 スズキ目 ハゼ科 トウヨシノボリ類 Rhinogobius sp.OR unidentified 19 7

3 目 4 科 7 種 174 35 2 種 4 種 0 種

重要種
外来種

リスト
№ 目名 科名 和名 学名

確認個体数
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タモロコ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アブラハヤ 

ドジョウ 

ヒガシシマドジョウ ミナミメダカ 

アブラハヤ モツゴ 

トウヨシノボリ類 
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底生生物調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
種名及び配列等は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（国土交通省 2022）に従った。 
水質階級、耐忍性は、「指標生物学 生物モニタリングの考え方」（森下郁子 1986)による。 
  Ａ ：非耐忍性 
  Ｂ ：耐忍性 
環境省 RL2020：環境省版レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）（環境省 2020） 
  該当種なし 
東京都 RL2020：東京都の保護上重要な野生生物種（北多摩地区）（東京都 2020） 
  留意種：現時点では準絶滅危惧のレベルではないが、相対的に数が少ない種であり、次の理由（選定理由①～

⑥）のいずれかにより容易に個体数が減少することがあり得るため、その動向に留意する必要があるも
の 
＜選定理由＞ 
①生育、生息環境が減少もしくは悪化することで、個体数が減少するおそれがある。 
②生息地の限定もしくは分断による個体群の縮小あるいは孤立化により、個体数が減少するおそれが
ある。 

③人為的な環境配慮により個体群が維持されているが、人為的な環境配慮が失われた場合、個体数が
減少するおそれがある。 

④外来種の影響により、個体数が減少するおそれがある。 
⑤生活史の一部または全部で特殊な環境条件を必要としている種であり、これら特殊な環境が失われ
た場合、個体数が減少するおそれがある。 

⑥かつて悪化していた環境の回復にともない個体群規模が戻ったが、その状況は不安定であり、環境
が変化すれば個体数が減少するおそれがある。 

外来種リスト：我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（環境省・農林水産省 2016) 
  緊急 ：緊急対策外来種 対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要がある。 
  その他 ：その他の総合対策外来種 
 未評価 ：未評価であるが国外外来生物  
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付着藻類調査結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
種名及び配列等は、原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（国土交通省 2022）に従った。 
※:糸状体数 
水質階級：「水生生物相調査解析結果報告書」（日本の水をきれいにする会 1980） 

Os  ：貧腐水性  ps ：強腐水性 
βm ：ベータ中腐水性 － ：記載なし 
αm ：アルファ中腐水性 

汚濁階級：「水生生物相調査解析結果報告書」（日本の水をきれいにする会 1980） 
１ ：貧腐水性  ３ ：アルファ中腐水性 
２ ：ベータ中腐水性 ４ ：強腐水性 

汚濁耐性：「淡水珪藻生態図鑑」（内田老鶴圃 渡辺 仁治 2005） 
* ：好清水性種 
# ：好汚濁性種 

耐忍性：「水生昆虫学」（北隆館 津田 松苗 1962） 
A ：汚濁に耐えない種類 
B ：汚濁に耐えうる種類 

生活様式（付着強度）：「付着珪藻群落の変動機構」（月刊海洋、27、591-596．河村知彦 1995） 
匍匐固着型 ：匍匐固着型（極めて強い付着力） 匍匐滑走型 ：匍匐滑走型（弱い付着力） 
付着柄単体型 ：付着柄単体型（強い付着力） 糸状群体型 ：糸状群体型（中心目：弱い付着力） 
直立不動型 ：直立不動型（比較的弱い付着力） 浮遊型    ：浮遊型（弱い付着力） 
帯状群体型 ：帯状群体型（比較的弱い付着力）  
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生物学的水質判定結果 

 
項目 判定方法 調査時期 算出結果 判定結果 

底生動物 

 

生物指数法 

(Beck-Tsuda 法) 

冬季（H29.1） 

） 

 

13 やや汚染 

夏季（H29.8） 10 かなり汚染 

冬季（H30.1） 

 

18 やや汚染 

夏季（H30.7） 14 やや汚染 

冬季（H31.1） 

 

16 やや汚染 

夏季（R 元.7） 19 やや汚染 

冬季（R2.1） 

 

16 やや汚染 

 夏季（R2.7） 20 清冽（きれいな水） 

 冬季（R3.1） 20 清冽（きれいな水） 

 夏季（R3.7） 13 やや汚染 

 冬季（R4.1） 22 清冽（きれいな水） 

 夏季（R4.7） 23.0  清冽（きれいな水） 

 冬季（R5.1） 16.0  やや汚染 

汚濁指数法 

(Pantleu.Buck の汚濁指数法) 

冬季（H29.1） 

） 

 

2.7 

 

α-中腐水性（汚れた水） 

夏季（H29.8） 3.2 α-中腐水性（汚れた水） 

冬季（H30.1） 

 

2.5 β-中腐水性（少し汚れた水） 

夏季（H30.7） 2.6 α-中腐水性（汚れた水） 

冬季（H31.1） 

 

2.6 α-中腐水性（汚れた水） 

夏季（R 元.7） 3.1 α-中腐水性（汚れた水） 

冬季（R2.1） 

 

2.7 α-中腐水性（汚れた水） 

  夏季（R2.7） 2.8 β-中腐水性（少し汚れた水） 

  冬季（R3.1） 2.3 α-中腐水性（汚れた水） 

  夏季（R3.7） 3.0 α-中腐水性（汚れた水） 

  冬季（R4.1） 2.6 α-中腐水性（汚れた水） 

  夏季（R4.7） 2.7  α-中腐水性（汚れた水） 

  冬季（R5.1） 2.5  β-中腐水性（少し汚れた水） 

付着藻類 汚濁指数法 

(Pantleu.Buck の汚濁指数法） 

冬季（H29.1） 

） 

 

1.8 β-中腐水性（少し汚れた水） 

夏季（H29.8） 1.8 β-中腐水性（少し汚れた水） 

冬季（H30.1） 

 

1.7 β-中腐水性（少し汚れた水） 

夏季（H30.7） 1.6 

 

β-中腐水性（少し汚れた水） 

冬季（H31.1） 

 

1.6 

 

β-中腐水性（少し汚れた水） 

夏季（R 元.7） 1.9 β-中腐水性（少し汚れた水） 

冬季（R2.1） 

 

1.7 β-中腐水性（少し汚れた水） 

 夏季（R2.7） 2.1 β-中腐水性（少し汚れた水） 

 冬季（R3.1） 1.9 β-中腐水性（少し汚れた水） 

 夏季（R3.7） 2.1 β-中腐水性（少し汚れた水） 

 冬季（R4.1） 1.4 貧腐水性（きれいな水） 

  夏季（R4.7） 1.7  β-中腐水性（少し汚れた水） 

 冬季（R5.1） 1.6  β-中腐水性（少し汚れた水） 

有機汚濁指数 

(DAIpo 値) 

冬季（H29.1） 

） 

 

45.2 β中腐水性 

夏季（H29.8） 63.6 

 

α貧腐水性 

冬季（H30.1） 

 

47.7 

 

β中腐水性 

夏季（H30.7） 61.2 α貧腐水性 

冬季（H31.1） 

 

55.2 α貧腐水性 

夏季（R 元.7） 47.5 β中腐水性 

冬季（R2.1） 

 

52.0 α貧腐水性 

  夏季（R2.7） 56.4 α貧腐水性 

  冬季（R3.1） 48.1 β中腐水性 

  夏季（R3.7） 30.6 β中腐水性 

  冬季（R4.1） 62.6 α貧腐水性 

  夏季（R4.7） 55.8  α貧腐水性 

  冬季（R5.1） 61.5  α貧腐水性 
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まとめ 

 調査区間には、親水施設（緩傾斜芝生）もあるが、基本的には直立型の石積ブロックの二

面護岸で、河川敷の堆積物上には草が繁茂しており、水面に影を作るような樹木は生育して

いない。 

水域部の流れは全体に緩やかで、渕が多く、河道が狭くなっている箇所に流れが速い瀬が

見られる。水は無色透明であるが、やや腐敗臭がする。水深は 10～30㎝程度、河床は礫か

ら小石程度で沈み石が多い。また、ところどころに沈水植物が繁茂する部分も見られる。 

底生動物は、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、コガタシマトビケラ等、14 目 25 科 37 種

の底生動物が確認され、これまでに確認されていないヤマトヒモミミズ、ヒメアメンボの 2

種が新たに確認された。 

付着藻類は、ベニイトモやクサビケイソウ、フネケイソウ、アオミドロ等の 4鋼 10目 16

科 57種の付着藻類が確認され、これまでに確認されていないオオイシソウが新たに確認さ

れた。オオイシソウは「環境省レッドリスト（2020）」の絶滅危惧Ⅱ類（VU）及び「東京都

レッドリスト（本土部）2020 年版（北多摩地区）」の情報不足（DD）に該当する種である。 

魚類は、アブラハヤ、ドジョウ、ミナミメダカ等の 3目 4科 7種が確認された。 

確認された水生生物は、都市域の河川に普通に見られる種である。 

また、底生動物、付着藻類による総合的な水質判定結果は、概ねαm～βm（汚れている～

少し汚れている）の範囲であると判定され、都市域における通常の河川の水質状況を反映し

ていると考えられる。 

過去 7カ年の調査結果により確認された底生生物相、付着藻類相、魚類相に関しては、著

しい変化はみられず、生物相としては、概ね安定していると考えられる。 

重要種は環境の変化に左右されやすく、継続的な生息確認が重要であると考えられるこ

と、今後も新たな重要種の生息が確認される可能性があることから、次年度以降も同様の調

査を継続して実施し、生物相の把握に努めることで、今後の河川管理に有用なデータが得ら

れるものと考えられる。 
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(２)板橋区  

１ 令和３年度の河川の生物調査の結果をもとに動画を作成し YouTube に投稿しました。 

また、第 22 回環境なんでも見本市の Web 版に出展しました。 

【出展期間】 令和 5 年 2 月 1 日（水）9:00 ～ 3 月 1 日（水）12:00 

 

２ 区制施行 90 周年記念特別展「環境の歩みとこれから」にて、石神井川の生物を紹介 

しました。パネルを展示し、調査結果の概要版を配布しました。 

【展示期間】 令和４年６月６日（月）～６月９日（木） 

【場   所】 区役所北館１階 イベントスクエア 
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３ 区制施行 90 周年記念特別展「環境の歩みとこれから」巡回展にて、石神井川の生物を

紹介しました。パネルを展示し、調査結果の概要版を配布しました。 

【展示期間】 令和４年１０月１８日（火）～１０月２４日（月） 

【場   所】 エコポリスセンター 地下 1 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 区制施行 90 周年記念特別展「環境の歩みとこれから」巡回展にて、石神井川の生物を

紹介しました。調査結果の概要版を配布しました。 

【展示期間】 令和５年１月２４日（火）～１月２９日（日） 

【場   所】 熱帯環境植物館 B1F ホール 
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(３)北区 石神井川生物調査結果 
 調査日 調査項目 調査方法 調査場所 

第 1 回 9 月 12 日 魚類生息状況 船からの投網 石神井川 

第 2 回 9 月 26 日 魚類生息状況 歩いての投網・手綱 
石神井川・ 
石神井川もみじ緑地ワンド 

 

番
号 

目名 科名 標準和名 

石神井川 

合
計 

備
考 

石
神
井
川 

も
み
じ
緑
地
ワ
ン
ド 

1  

 

コイ 

 

タモロコ  4 4 国内移殖種 

2 

コイ 

モツゴ  27 27  

3 アブラハヤ  327 327 国内移殖種※ 

4 ウグイ  1 1  

5 マルタ 3  3  

6 オイカワ  77 77  

7 ギンブナ  1 1  

8 
ドジョウ 

ドジョウ 1 19 20  

9 シマドジョウ  18 18 国内移殖種※ 

10 ナマズ ギギ ギバチ＊ 3 11 14 国内移殖種 

11 ダツ メダカ メダカ＊  2 2 国内移殖種※ 

12 カダヤシ カダヤシ カダヤシ  4 4 特定外来種 

13 
スズキ 

スズキ スズキ 1  1  

14 ハゼ クロダハゼ  1 1  

5 目 7科 14種 
個体数合計 8 492 500  

種類数 4 12   

※国内他水域からの人為的放流の可能性が高い 

＊東京都では野生個体群が絶滅状態なので、人為的な放流と思われる 

 

手網によるワンド調査 (石神井川もみじ緑地ワンド) 



- 29 - 

 

４ 石神井川の整備状況 

 

 

東京都 建設局 第四建設事務所ホームページより 

石神井川 

■概要 

石神井川は、小平市内にその源を発し、西東京市を経て、当所管内の練馬区・板橋区を流下し、北区内で隅田川

に合流しています。流域面積は 73.1平方キロメートル、総延長は 25.2kmであり、都内の中小河川としては比較的

大きな規模の河川です。このうち当所管内は JR 埼京線から溜渕橋までの区間 17.4km で石神井川の大部分を占め

ています。 

 石神井川などの人口や資産が集中する都市部などにおいて、台風や集中豪雨による水害から都民の命と暮らし

をまもるため、１時間あたり 50ｍｍの降雨により生じる洪水に対して安全を確保することを目標として中小河川

の整備を進めてきました。しかし、近年はこれまでの目標整備水準を超える集中豪雨などが増加し、それに伴う水

害は発生しています。 

 このため、石神井川では時間 75ｍｍに目標整備水準を引き上げ、50ｍｍの護岸整備に加えて、調節池を組み合

わせて対策を実施しています。 

 石神井川の整備は、これまでに下流部区間（溝田橋～螢橋）が完了しており、現在は中流部に位置する練馬区内

の螢橋から本立寺橋の区間で、護岸整備などを進めています。 

 

■石神井川整備概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■拠点整備候補位置図 
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東京都 建設局 第四建設事務所ホームページより 
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東京都 建設局 第四建設事務所ホームページより 
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東京都 建設局 第六建設事務所ホームページより 

【石神井川の河川改修工事：平成 22年度完成 

 溜渕橋上流 西東京市東伏見三丁目地内】 

東京都 建設局 北多摩南部建設事務所ホームページより 
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参考資料 

 

趣意書 

 

石神井川は小平市御幸町に源を発し、田無市、保

谷市、練馬区、板橋区を流下し、北区において隅

田川に流入する 25.2kmの一級河川であります。 

  かつての石神井川には、豊かで清らかな流れが

あり、ホタルの名所も随所に見られました。とこ

ろが、昭和 30 年代からの高度経済成長に伴い水

質は汚濁し、ホタルをはじめ貝や魚たちも姿を消

してしまい、川は排水路と化していきました。こ

のような水質汚濁も公害発生源の規制強化や下

水道の普及により、大幅に改善されてきました。 

  しかし、石神井川流域の急激な都市化の進展が、

土地の持つ保水能力を低下させ、都市型洪水を招

いたため、治水対策として深いコンクリートの護

岸になりつつあります。また、石神井川の固有の

水源が無くなり、そのうえ、下水道に遮集され流

量が減少しています。 

  一方、住民の環境に対する要望は、多様化して

おり、「やすらぎ」、「うるおい」など、精神的な豊

かさを求める傾向にあります。そして、水辺を重

要な資源としてまちづくりに活かしていくこと

が、求められています。 

  これらの課題を解決し、石神井川を快適な水辺

環境に創造していくためには、流域の自治体相互

の協力が不可欠であると思料いたします。 

  以上の趣意に基づき、流域自治体３市３区協議

のうえ、別添規約により石神井川流域環境協議会

を設置いたします。 

 

【注】田無市と保谷市は平成１３年１月２１日に

合併し、西東京市になりました。 

 

 

 

 

石神井川快適環境宣言 

 

  川は、人々の生活と生産の場であり憩いの場で

もあった。また、人々は水の大切さを感じ、敬虔

な気持ちで川と接してきた。 

  武蔵野台地を貫く石神井川は、昭和 30 年代か

らの急激な都市化に河川や下水道等都市施設の

整備が立ち遅れたことから、水害が多発すると共

に、河川の水質も悪化した。このため、東京都は、

河川や下水道事業の促進に努められ、徐々にその

効果が現れてきている。 

  今日、人々はまちづくりの中に「やすらぎ」や

「うるおい」など精神的な豊かさを求めるように

なり、川に対する治水機能と共に、水辺は快適な

環境資源の一つとして重視されるようになって

きた。 

  平成元年５月１８日、石神井川流域区市長会議

に参集した我々は、石神井川の河川改修事業の促

進に協力すると共に、快適な水辺環境を創造して

いく方策について、次のことを提唱し、その実現

を誓いここに宣言する。 

１ 水辺に親しむためには豊かな水流が重要で

ある。雨水の地下浸透を図る等、自然の水循環を

考慮した施策を推進する。 

２  魚が棲息できるような水質の浄化をさらに

進め、生態系に配慮した水辺の環境づくりを促進

する。 

３ 人々が水辺に親しめるよう、川沿いの公園や

公用地等と一体となった護岸、特色のある緑道、

景観を配慮した橋梁等、愛着の持てる快適な環境

づくりを促進する。 

                          

平成元年５月１８日 

石神井川流域区市長会議 

北  区長  北本 正雄 

板橋区長  栗原 敬三 

練馬区長  岩波 三郎 

小平市長  瀬沼 永真 

田無市長  末木 達男 

保谷市長  都丸 哲也 
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石神井川流域環境協議会規約 

（設置） 

第一条 関係自治体相互の協力により、石神井川

に快適な水辺環境を創造するため、広域的な対策

の探求とその推進を目的として、石神井川流域環

境協議会（以下「協議会」という）を置く。 

 

（事業） 

第二条 協議会は、治水、利水及び親水を総合的

に考慮した次の事業を行う。 

一 流量確保の検討 

二 水に親しめる護岸・施設の検討 

三 合同水質調査の実施 

四 水質汚濁防止対策の検討 

五 河川環境整備方針の検討 

六 情報の収集・交換 

七 関係機関への要請 

八 その他 

 

（組織） 

第三条 協議会は、石神井川流域の小平市、西東

京市、練馬区、板橋区並びに北区の環境主管課長

等をもって組織する。 

なお、必要に応じて他の関係機関を参加させるこ

とができる。 

 

（役員） 

第四条 協議会に次の役員を置く。 

一 幹  事  １名 

二 副幹事  １名 

 

（役員の選出及び任務） 

第五条 役員の選出は互選による。 

   ２ 役員の任務は次のとおりとする。 

一 幹事は、協議会を代表し、会務を総括する。 

二 副幹事は、幹事を補佐し、幹事に事故がある

ときは、その任務を代行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会議） 

第六条 会議は、定例会及び臨時会とし、幹事が

召集する。 

２ 定例会は、年２回５月及び３月頃に開催する。 

３ 臨時会は必要に応じて開催する。 

 

（事務局） 

第七条 協議会の事務局は、幹事の属する自治体

内に置く。 

 

（細則への委任） 

第八条 この規約に規定するもののほか、必要な

事項は細則で定める。 

 

付  則 

この規約は平成元年 5月 18 日から施行する。 

付  則 

この規約は平成 9年 11月 18日から施行する。 

付  則 

この規約は平成 13年 3月 30日から施行する。 

付  則 

この規約は平成 14年 3月 29日から施行する。 

付  則 

この規約は平成 15年 6月 11日から施行する。 

付  則 

この規約は平成 18年 7月 27日から施行する。 

付  則 

この規約は平成 23年 4月 1 日から施行する。 

付  則 

この規約は平成 31年 4月 1 日から施行する。  
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石神井川合同水質調査要綱 

 

１  調査回数 

    年２回（９月及び２月） 

２  採水回数 

    １調査あたり１回 

３  採水日時 

    幹事区が隅田川合同水質調査日と調整のう

え決定する。 

４  採水方法 

    河川の流心で表層部の水を採水する。 

５  採水地点 

    小 平 市  めがね橋 

    西東京市  境橋・溜渕橋 

    練 馬 区  南田中橋・栗原橋 

    板 橋 区  金沢橋 

    北    区  松橋・新堀橋 

６  調査項目 

気温・水温・臭気・透視度・ｐＨ・ＤＯ・

ＢＯＤ・ＳＳ・大腸菌数・流量（測定して

いる場合は参考として） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 調査分析方法等 

  ①気 温 幹事区で測定した気温で統一する。 

 ②水 温 各市区で対応できる方法で測定す

る。 

  ③臭 気  採水ビンに検水を約半分とり、数

回激しく振り測定する。 

  ④透視度  100cm以上のゲージを使用する。 

  ⑤ｐ Ｈ 各市区で対応できる方法で分析す

る。 

  ⑥Ｄ Ｏ 各市区で対応できる方法で分析す

る。 

  ⑦ＢＯＤ 各市区で対応できる方法で分析す

る。 

  ⑧Ｓ Ｓ 各市区で対応できる方法で分析す

る。 

⑨大腸菌数 メンブランフィルター法または各

市区で対応できる方法で分析する。 

 

８  資料作成 

    各市区は調査後、結果を幹事区に報告する。 

９  調査結果の表示について 

（1）数値で表示する項目下欄別表による。 

（2）臭気 

 ①臭気の名称は、下水臭、潮臭、川藻臭、なし

の４種類とし、その強さに応じて微を冠する

ことができる。 

  ②上記にあてはまらない臭いについてはこの

限りでない。 

項  目 下  限  値 桁数 備        考 

水  温 ― ― 小数点以下を四捨五入して整数 

透視度 100cm（上限） ― 5cmまでは 5mm単位、5cm以上は 1cm単位 

ｐＨ 0.1 3 
小数点以下 2桁目を四捨五入し、小数点以下 1桁

までとする 

ＤＯ 0.5 ㎎/ℓ 3 小数点以下 2桁目を切り捨てる 

ＢＯＤ 0.5 ㎎/ℓ 2 小数点以下 2桁目を切り捨てる 

ＳＳ 1 ㎎/ℓ 2 小数点以下を切り捨てる 

大腸菌数 （CFU/100ｍL） 2 メンブランフィルター法 
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生活環境の保全に関する環境基準 

 

 

自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

水産３級：コイ、フナ等、β―中腐水性水域の水産生物用 

工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

項目

類型
水素イオン

濃度
（ｐＨ）

生物化学的
酸素要求量
（ＢＯＤ）

浮遊物質量
（ＳＳ）

溶存酸素量
（ＤＯ）

大腸菌数

ＡＡ
水道１級・自然環
境保全及びA以下の
欄に掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

１mg／L
 以下

25mg／L
 以下

7.5mg／L
 以上

20ＣＦＵ
／100ml 以下

Ａ
水道２級・水産１
級・水浴及びB以下
の欄に掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

２mg／L
 以下

25mg／L
 以下

7.5mg／Ｌ
以上

300ＣＦＵ
／100ml 以下

Ｂ
水道３級・水産２
級及びC以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

３mg／L
以下

25mg／L
 以下

５mg／L
以上

1,000ＣＦＵ
／100ml 以下

Ｃ
水産３級・工業用
水１級及びD以下の
欄に掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

５mg／L
 以下

50mg／L
 以下

５mg／L
以上

―

Ｄ
工業用水２級・農
業用水及びE の欄
に掲げるもの

6.0 以上
8.5 以下

８mg／L
 以下

100mg／L
 以下

２mg／L
以上

―

Ｅ
工業用水３級・環
境保全

6.0 以上
8.5 以下

10mg／L
 以下

ごみ等の浮遊
が認められな
いこと。

２mg／L
以上

―

利用目的の適応性

基準値
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石神井川流域環境協議会の活動記録 

 

 

年

度 
役    員 定例会・臨時会・委員会等 活  動  内  容 ・ そ  の  他 

63 

 準備会(63.5.30～元 4.28) 

（5回） 

合同水質調査(63.9.14) 

合同視察：芝川、目黒川、音無親水公園(63.7.22) 

講演会(63.10.7/元.3.27) 

元 

幹  事：板橋区 

副幹事：北  区 

監  事：小平市 

監  事：練馬区 

定例会(元.6.16 / 2.1.26) 

編 集 委 員 会 ( 元 .4.11 ～

2.1.19) 

（3回） 

合同水質調査(元.9.6) 

合同視察：九道の辻公園、野火止め用水、玉川上

水、小川用水、石神井川上端部(元.7.18) 

講演会(2.1.26)、石神井川快適環境宣言 

「ふれあい石神井川(A4)」発行 

「ふれあい石神井川(No.1)(B5)」発行 

2 

幹  事：板橋区 

副幹事：練馬区 

監  事：田無市 

監  事：北  区 

定例会(2.5.28 / 2.12.10) 

臨時会(3.3.26) 

編集委員会(2.7.18/ 3.1.18) 

合同水質調査(2.9.7 / 3.2.1) 

合同視察：多摩川羽村堰、多摩川上流処理場

(2.11.1) 

講演会(2.12.10) 

「ふれあい石神井川№2」発行 

3 

幹  事：板橋区 

副幹事：北  区 

監  事：保谷市 

監  事：練馬区 

定例会(3.5.21 / 3.12.6) 

臨時会(4.3.24) 

編集委員会(3.11.1) 

合同水質調査(3.9.12 / 4.2.5) 

合同視察：東京水辺ライン(3.10.7) 

講演会(3.12.6) 

4 

幹  事：北  区 

副幹事：小平市 

監  事：田無市 

監  事：板橋区 

定例会(4.6.1 / 4.12.21) 

臨時会(5.3.26) 

編集委員会(4.12.7) 

合同水質調査(4.9.16 / 5.2.10) 

合同視察：石神井川上流部、南田中団地、 

          野川上流湧水地(4.10.7) 

講演会(5.3.26)、「ふれあい石神井川№3」発行 

5 

幹  事：板橋区 

副幹事：田無市 

監  事：保谷市 

監  事：練馬区 

定例会(5.5.24 / 5.12.9) 

臨時会(6.3.30) 

編集委員会(5.9.1) 

合同水質調査(5.9.22 / 6.2.16) 

合同視察：いたち川、梅田川(5.10.5) 

講演会(5.12.9) 

6 

幹  事：練馬区 

副幹事：保谷市 

監  事：小平市 

監  事：北  区 

定例会(6.5.27 / 6.12.14) 

臨時会(7.3.22) 

編集委員会(6.6.15～7.1.13) 

（5回） 

合同水質調査(6.9.7 / 7.2.1) 

合同視察：狭山丘陵「いきものふれあいの里」

(6.11.2) 

講演会(6.12.14) 

「ふれあい石神井川№4」発行 

7 

幹  事：北  区 

副幹事：小平市 

監  事：田無市 

監  事：板橋区 

定例会(7.5.24 / 7.11.28) 

臨時会(8.3.25) 

合同水質調査(7.9.13 / 8.2.8) 

合同視察：水元小合溜「水元かわせみの里」

(7.10.17) 

講演会(7.11.28) 

8 

幹  事：板橋区 

副幹事：田無市 

監  事：保谷市 

監  事：練馬区 

定例会(8.5.30 / 8.12.4) 

臨時会(9.3.27) 

編集委員会(8.7.18～9.2.28) 

（5回） 

合同水質調査(8.9.4 / 9.2.12) 

合同視察：石神井川下流部～中流部(8.7.11) 

合同意見交換会(8.12.4) 

「ふれあい石神井川№5」発行 
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年

度 
役    員 定例会・臨時会・委員会等 活  動  内  容 ・ そ  の  他 

9 

幹  事：練馬区 

副幹事：保谷市 

監  事：小平市 

監  事：北  区 

定例会 

(9.5.22 / 9.11.18 / 10.3.25) 

臨時会(9.12.17 / 10.2.19) 

合同水質調査(9.9.3 / 10.2.4) 

合同視察：石神井川上流部～中流部(9.10.28) 

合同意見交換会(9.11.18) 

10 

幹  事：北  区 

副幹事：小平市 

監  事：田無市 

監  事：板橋区 

定例会 

(10.5.22/10.11.20/11.3.18) 

編集委員会(10.6.22～11.2.5) 

（6回） 

合同水質調査(10.9.9 / 11.2.3) 

合同視察：神田川水系上流部～中流部

(10.10.13) 

講演会(10.11.20) 

「ふれあい石神井川設立 10 周年記念号」発行 

11 

幹  事：板橋区 

副幹事：田無市 

監  事：保谷市 

監  事：練馬区 

定例会 

(11.5.28/11.12.22/12.3.28) 

担当者会(11.6.25) 

臨時会(11.7.16) 

合同水質調査(11.9.1 / 12.2.9) 

生物調査(11.10.25 / 10.26) 

講演会・意見交換会(11.12.22) 

12 

幹  事：練馬区 

副幹事：保谷市 

監  事：小平市 

監  事：北  区 

定例会(12.6.1 / 13.3.21) 

担当者会(12.11.14 / 13.2.19) 

合同水質調査(12.9.13 / 13.2.8) 

合同視察：落合川、石神井川上流(13.1.16) 

講演会(13.4.24) 

「ふれあい石神井川散策マップ」発行 

13 

幹  事：北  区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：板橋区 

定例会(13.5.24 / 13.12.18) 

担当者会 

(13.6.22/13.9.21/14.1.11) 

合同水質調査(13.9.6 / 14.2.14) 

合同視察：小平ふれあい下水道館（13.6.22） 

講演会(13.11.30 / 13.12.18 / 14.2.1) 

「ふれあい石神井川散策マップ」発行 

14 

幹  事：板橋区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：練馬区 

定例会(14.5.28 / 15.3.18) 

担当者会(14.6.20) 

合同水質調査(14.9.12 / 15.2.5) 

生物調査(14.9.3 / 9.4) 

15 

幹  事：練馬区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：北  区 

定例会(15.6.11 / 16.3.15) 

担当者会(15.9.30 / 15.11.7) 

合同水質調査(15.9.11 / 16.2.5) 

生物調査(15.10.15) 

合同視察：さいたま水族館(15.12.17) 

講演会(16.3.15) 

16 

幹  事：北 区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：板橋区 

定例会(16.6.2 / 17.3.22) 

担当者会(16.8.31) 

合同水質調査(16.9.2 / 17.2.9) 

講演会(16.12.22 / 17.2.18) 

「ふれあい石神井川散策マップ」改訂版発行 

17 

幹  事：板橋区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：練馬区 

定例会(17.6.28 / 18.3.29) 

担当者会(17.7.27) 

合同水質調査(17.9.15 / 18.2.9) 

生物調査(17.10.6 / 10.7) 

生物調査結果報告会（18.3.29） 
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年

度 
役    員 定例会・臨時会・委員会等 活  動  内  容 ・ そ  の  他 

   

18 

 

幹  事：練馬区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：北  区 

定例会（18.7.27/ 19.3.29） 

担当者会（18.11.9 / 19.3.5） 

合同水質調査（18.9.7 / 19.2.1） 

合同視察：黒目川・落合川・南沢湧水群・ 

     竹林公園（19.1.17） 

「ふれあい石神井川マップ」作成・発行 

 

 

19 

 

幹  事：北  区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：板橋区 

定例会(19.6.25/20.3.26) 

担当者会(20.3.4) 

 

 

合同水質調査(19.9.20/20.2.7) 

野鳥調査 

 （19.7.18･19･23･24/20.1.30･31/20.2.5･6） 

合同視察(20.3.4) 

野鳥調査報告会(20.3.4) 

20 

幹  事：板橋区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：練馬区 

定例会(20.7.7/21.6.22) 

担当者会(20.12.22/21.4.14) 

 

合同水質調査(20.9.4 /21.2.12) 

合同視察 ①旧芝川(21.1.30) 

②越戸川(21.3.18) 

「ふれあい石神井川散策マップ」改訂作業開始 

21 

幹  事：練馬区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：北  区 

定例会(21.7.13/22.3.25) 

担当者会(21.11.11) 

合同水質調査(21.9.3/22.2.4) 

合同視察： 

ミュージアムパーク茨城県立博物館(22.1.26) 

「ふれあい石神井川散策マップ」改訂版発行 

22 

幹  事：北 区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：板橋区 

定例会(22.6.30) 

担当者会(22.11.16) 

※東日本大震災の影響によ

り、第 2 回定例会は開催中止 

合同水質調査(22.9.22/23.2.3) 

合同視察：隅田川～荒川（荒川巡視船）

(23.1.14) 

講演会(22.11.16) 

 

 

23 

幹  事：板橋区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：練馬区 

定例会(23.5.18/24.3.23) 

担当者会

(23.11.21/24.3.15) 

合同水質調査(23.9.15/24.2.8) 

合同視察：虹の下水道館、東京都水の科学館

(24.1.20) 

「ふれあい石神井川マップ」改訂版発行 

「ふれあい石神井川散策マップ」改訂版発行 

24 

幹  事：練馬区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：北区 

定例会(24.6.13/25.3．28) 

担当者会

(24.10.29/25.3.14) 

合同水質調査(24.9.5/25.2.13) 

合同視察：東京都水道歴史館(24.12.6) 

歴代発行物の電子データ化 

25 

幹  事：北区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：板橋区 

定例会(25.5.30/26.3.25) 

担当者会 

(25.10.22/26.3.14) 

合同水質調査(25.9.4/26.2.5) 

合同視察：都立井の頭恩賜公園(26.1.30) 

・井の頭池の「かいぼり」 

・自然文化園の水生物園 
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26 

幹  事：板橋区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：練馬区 

定例会

(26.5.30/27.3.26) 

担当者会 

(26.11.4/27.3.16) 

合同水質調査(26.9.11/27.2.4) 

合同視察：板橋区保健所内検査室(26.11.19) 

ＤＯとＢＯＤの経年変化をグラフ化し、事業報

告書に記載 

平成 19年度から平成 25年度までの事業報告を

国立国会図書館に納入(27.3.31) 

27 

幹  事：練馬区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：北区 

定例会

(27.5.29/28.3.23) 

担当者会(27.10.30) 

合同水質調査(27.9.2/28.2.10) 

合同視察：神代植物公園 植物多様性センター 

(28.1.15) 

28 

幹  事：北区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：板橋区 

定例会(28.6.6/29.3.14) 

担当者会(28.11.11) 

合同水質調査(28.9.7/29.2.1) 

合同視察：旧三河島汚水処分場喞筒場施設 

(29.2.8) 

29 

幹  事：板橋区 

副幹事：西東京市 

監  事：小平市 

監  事：練馬区 

定例会(29.6.2/30.3.27) 

担当者会(29.11.1) 

水域類型がＢ類型に変更（29.4 東京都） 

合同水質調査(29.9.13/30.2.14) 

合同視察：東京都水の科学館(30.1.26) 

平成 26年度から平成 28年度までの事業報告を

国立国会図書館に納入（29.6 北区） 

「ふれあい石神井川散策マップ」を増刷（北区） 

30 

幹  事：練馬区 

副幹事：小平市 

監  事：西東京市 

監  事：北区 

定例会(30.6.12) 

 

合同水質調査(30.9.26/31.2.6) 

合同視察：都立狭山公園、北川、東村山市立北

山公園(31.2.4) 

会計報告：繰越金、収入・支出はないことを確

認し、会計監査は省略した。 

 

元 

幹  事：北区 

副幹事：西東京市 

 

 

定例会(元.6.11） 

担当者会（元.11.5） 

※第 2回定例会は、新型 

コロナウイルス感染拡大

防止のため開催中止 

合同水質調査(元.9.4/2.2.12) 

合同視察：王子第二ポンプ所（2.2.3） 
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年 

度 
役    員 定例会・臨時会・委員会等 活  動  内  容 ・ そ  の  他 

2 

幹  事：板橋区 

副幹事：小平市 

定例会(2.6.25/3.3.31)  

担当者会（2.10.16） 

※定例会は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の

ため書面開催 

 

合同水質調査(2.9.2/3.2.17) 

合同視察：新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため開催中止 

3 

幹 事：練馬区 

副幹事：西東京市 

定例会(3.6.3/4.3.) 

担当者会(3.10.21) 

※定例会は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の

ため書面開催 

合同水質調査（3.9.8/4.2.2） 

合同視察：新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため開催中止 

「ふれあい石神井川散策マップ」改訂版増刷

（北区） 

 

4 

幹 事：北区 

副幹事：小平市 

定例会（4.5.20/5.3.23） 

担当者会（4.11.11） 

合同水質調査（4.9.14/5.2.8） 

合同視察会：荒川知水資料館（5.2.13） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

石神井川流域環境協議会 

小平市 環境部 水と緑と公園課     ０４２－３４６－９８３１ 

西東京市 みどり環境部 環境保全課   ０４２－４３８－４０４２ 

北区 生活環境部 環境課             ０３－３９０８－８６１１ 

板橋区 資源環境部 環境政策課     ０３－３５７９－２５９３ 

練馬区 環境部 環境課            ０３－５９８４－４７１２ 

                    ＜事務局（令和４年度）＞ 

                      北区 生活環境部 環境課 


